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（参考）  今後１０年間（平成３８年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 

① 賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％   ② 賃金上昇率：平成３１年度以降 ０％ 

 協会けんぽ（医療）の収支見通し（平成２9年９月試算）の前提に基づき、平成30年度以降の平均保険料率を１０．０％、９．９％、
９．８％、９．７％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（平成３８年度まで）の各年度末における協会けんぽの準備金残高と
法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平成３２年度、②の「賃金上昇率：
平成３１年度以降０％」のケースでは平成３１年度をピークに減少し始め、平成３０年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高の
ピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平均保険料率を平成３０年度以降９．９％とした
場合には平成３７年度には１か月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３１年度以降０％」のケースでは平均保険料率１０．０％維持の場合でも平
成３６年度には１か月分を割り込む。 

医療費の前提：従来ケース ・・・平成２６年度から２８年度までの３か年の実績を勘案したケース（平成２７、２８年度の高額新薬の影響を含む） 
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① 賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％   ② 賃金上昇率：平成３１年度以降 ０％ 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平成３３年度、②の「賃金上昇率：
平成３１年度以降０％」のケースでは平成３１年度をピークに減少し始め、平成３０年度以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高の
ピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、①の「賃金上昇率：平成３１年度以降０．６％」のケースでは平均保険料率を平成３０年度以降９．９％とした
場合には平成３８年度には１か月分を割り込み、②の「賃金上昇率：平成３１年度以降０％」のケースでは平均保険料率１０．０％維持の場合でも平
成３７年度には１か月分を割り込む。 

医療費の前提：追加ケース ・・・平成２７、２８年度の実績から高額新薬の影響を除いた上で、平成２６年度から２８年度までの３か年の実績を勘案したケース 
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